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第2章 水道事業の現状とこれまでの取組みに対する評価 

1. 宮代町の概要 

宮代町は、関東平野のほぼ中央部にあり、埼玉県の東部に位置しています。東西約2km 南北約8kmで、
北西  南東 細長 形      東部 杉戸町 南部 春日部市 西部 白岡市 北部 久喜市  
れぞれ接しています。 

   東側  古利根川 流      町域      都心  40km圏内にあり、東武鉄道が町を縦
断     東武動物公園駅 姫宮駅 和戸駅 3駅を中心として市街地が形成されています。 

本町  純農村地帯   近年  大  人口変動 見          昭和40年代以降 都市化
の波によって急激な変化をきたしています。 

昭和30年須賀村 百間村 合併当時 人口 10,755人 戸数1,856戸    昭和40年   人口
13,025人 戸数2,737戸 徐々 増加  昭和50年  宮代台団地 学園台団地等 大規模な団地が
造成された事もあって、人口21,725人 戸数5,559戸       

さらに、昭和52 53年頃 姫宮北団地 同南団地等 造成      昭和59年4月には、人口
30,385人 戸数8,482戸   、平成7年  人口35,000人 戸数11,000戸 突破     

こ 以降 人口  緩   減少傾向となりましたが、道仏土地区画整理事業 定住促進策等 効果 
より平成26年  上昇 転      平成29年4月1日現在の人口は約34,000人で昭和30年 合併時
より3.1倍ほどの伸びを示しています。 

今後 国全体 人口減少 高齢化 進  行 中  今以上 魅力     創    一人    生 
   持  日々 生活 過   行      互  人権 尊重  町中      主体      役
割を担い、連帯しながら、宮代町の地域資源を最大限に活かしたまちづくりを進めていく必要があります。そこで、
第4次宮代町総合計画（計画期間 平成23年度 平成32年度）では、将来都市像を「みどり輝くコンパク
トシティ」と定め、まちづくりに取り組んでいます。 
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2. 水道事業の現状 
2.1. 沿革 

本町の水道事業は、昭和34年 創設事業認可 受 建設 着手  昭和36年 第1浄水場が完成し
給水を開始しました。 

その後、社会情勢の変化に対応しながら事業の拡張を図り、現在は第5次拡張の事業認可を受け事業を
おこなっています。 

表 2.1 事業認可の経緯 
事  業 認可年月 計画給水人口 計画給水量 主な事業 

創 設 昭和 34年 12月 7,000人 1,260ｍ3/日 第1浄水場築造 
第1水源施設 

第1次拡張事業 昭和 37年 12月 13,000人 2,340ｍ3/日 第2水源施設 

第2次拡張事業 昭和 42年 2月 20,000人 4,600ｍ3/日 第3水源施設 

第3次拡張事業 昭和 45年 1月 25,000人 8,800ｍ3/日 第4・5水源施設 

第3次拡張事業 
（計画変更） 昭和 47年 1月 36,000人 13,600ｍ3/日 第２浄水場築造 

第6・7・8・9水源施設 

第4次拡張事業 昭和 55年 2月 33,600人 17,700ｍ3/日 第2浄水場内 
PCタンク築造 

第5次拡張事業 平成 4年 3月 46,100人 22,600ｍ3/日 宮東配水場築造 

現在の整備状況（平成28年度末現在） 

平成8年

宮東配水場
完成

昭和56年

県水を
導入

昭和48年

第2浄水場
完成

昭和36年

第1浄水場
完成

上水道給水開始

0% 20% 40% 60% 80% 100%

整備完了
18,400m3/日

計画給水量
22,600m3/日

▼

現在 給水人口 給水量 
計画値を下回っているため 

未整備
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2.2. 水道施設 管路

本町の水道は、深井戸※3と埼玉県営水道からの浄水を水源とし、2箇所の浄水場及び1箇所の配水場か
ら配水をおこなっています。 

水源施設 

深井戸    年間配水量 約3割にあたる地下水を汲み上げています。残りの約7割は埼玉県営水道か
ら浄水を受水※4しています。 

図 2.1 施設位置図 

※3 深井戸 
第一不透水層（主 岩盤）以下 水 取水   通常 30ｍ  深 井戸         第一不透水層以下 大 

 圧力     被圧水        地表 影響 受      水質 安定      
※4 受水 

水道事業者が、水道用水供給事業から浄水（水道用水）の供給を受けることをいいます。 
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第１浄水場 

上水道の創設事業として昭和34年12月
に建設に着手し、昭和36年5月に工事を完
了  給水 開始     現在 休止中 
第5水源を除く4箇所 水源（深井戸） 
ら取水し、急速ろ過（除鉄・除マンガン処
理）    浄水処理  水 給水    
す。 

第２浄水場 

増加する水需要に対応して昭和47年1
月に建設に着手し、昭和48年７月 工事
 完了  給水 開始     現在 3箇
所 水源（深井戸）  取水  急速 過
（除鉄 除    ）    浄水処理  
水と、埼玉県営水道からの浄水をあわせて給
水しています。 

宮東配水場 

第5次拡張事業により、平成8年3月に配
水池2基の計画のうち、1基 工事 完了 
ています。現在、埼玉県営水道からの浄水を
受けて給水しています。 
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配水施設 

第1浄水場、第2浄水場及び宮東配水場に合計6池 整備      貯水量    一日 配水量 等
しくなっています。 

図 2.2 配水系統図 

給
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配水池

Pろ過機 （高区2池、低区1池）
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管路施設 

平成27年度末現在 管路施設 整備延長 約170.1km        年度別  平成10年度 
15.3km 最長         周辺年度 多  管路 布設       

管種別では、ダクタイル鋳鉄管※5が全体の66％、次いで硬質塩化ビニル管※6が全体の22％を占めていま
す。 

図 2.3 管種毎 布設年度別延長（平成27年度末現在） 

※5 ダクタイル鋳鉄管 
     鋳鉄  組織中 黒鉛 球状化      強靭性 耐食性 加工性等 優  特性 発揮    現在   

タイル鋳鉄管は、水道用管として広く用いられています。 
※6 硬質塩化ビニル管 

硬質塩化ビニル管は、耐薬品性に優れており、酸性土壌による腐食もないことから安価に布設することが可能です。 
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2.3. 経営状況 
収益性 料金

経常費用 経常収益       経常収支比率   指標    示     直近の8年間   平成
20年度及 平成21年度 経常収支比率 100％を下回っており、経常損失が生じている状況でした。平成
22年度 料金改定      以降 経常収支比率 黒字 示 100%を上回る状況です。平成24年度
以降 道仏土地区画整理事業 進捗 伴 分担金 収入 増加  経常収支比率 大幅 伸     
  今後 土地区画整理事業 伴 新規加入 落 着  予想      経常収支比率 徐々 数値 
低下するものと想定されます。 

有収水量※7の生産により発生する費用と得ている収益とのバランスは、給水原価※8と供給単価※9によって
示されます。給水原価  地方公営企業会計基準 変更 伴  平成26年度  算出方法 変更  りま
した。平成26年度以降は、供給単価が給水原価を上回  状態    適正 料金収入 確保    ま
す。 

図 2.4  給水原価 供給単価 経常収支比率

※7 有収水量 
配水量    水道料金 収入    水 量   

※8 給水原価 
1 年間 有収水量 1m3当たりにかかる費用です。 

※9 供給単価 
1 年間 有収水量 1m3当たりに得られる収益です。 
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生産性 

職員一人当   有収水量 図 2.5のとおりです。本町   年間有収水量 減少傾向        
職員一人当   有収水量は平成20年度  平成27年度    減少傾向にありましたが、平成28年度
は、さらに職員数が削減となったため、職員1人当   有収水量 増加        類似事業体注1）と比
較すると    年度     生産性は高い状況にあります。 

図 2.5 職員１人当   有収水量

費用 

平成27年度    給水原価 費用構成比率 図 2.6のとおりです。類似事業体注1）と比較して受水
費の占める割合が高く、職員給与費の占める割合が低くなっています。また、減価償却費 支払利息  施設
 建設 維持管理等 要  費用 占  割合 同程度  っています。 

【宮代町】 【類似事業体】 

図 2.6 費用構成比率（平成27年度） 

注1）類似事業体とは、全国の給水人口３万人以上５万人未満の水道事業体（199事業体）をいいます。 
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2.4. 組織体制 

本町の職員数（平成29年4月1日現在）は、室長を含めて、事務職員4人、技術職員1人の計5人であ
り、組織体制は図 2.7のとおりです。 

効率的 事業運営   運転管理業務 検針 料金徴収業務、給水装置窓口は外部委託をおこなって
います。 

図 2.7 組織体制 

浄水場 配水場 維持管理及 老朽管更新
事業等を担当

配水施設及 給水施設 維持管理 量水器
 管理 検査手数料 賦課等 担当

水道料金 賦課 予算決算及 日々 出納
業務等を担当

上水道担当

原水及び浄水担当

下水道担当

１人

１人

２人

上下水道室

配水及び給水担当

総係担当

まちづくり建設課

上水道担当上下水道室長

宮代町長 上下水道室



12

3. 現行水道      取組  対  評価

「宮代町水道ビジョン」    身近 水 安全 快適        基本理念   4つの目標を掲げ、これ
を達成するために6つの基本方針と18の実現方策を示しました。 

ここでは、18の実現方策における、これまでの本水道事業での取組み状況について、業務指標注2）等を用
いて整理・分析するとともに、課題を抽出することとします。現行 水道        実現方策の評価結果一
覧表は巻末の「参考資料1」をご参照ください。 

図 2.8 「宮代町水道ビジョン」における施策体系 

業務指標 見方

①業務指標名とその単位です。 
②値が増加することが望ましいものを「＋」、減少することが望ましいものを「‐」、一概には言えないものは「±」として
います。 
③宮代町水道事業の平成20年度  平成27年度         業務指標 算出値   
④平成20年度  平成27年度    、業務指標   程度改善      「 改善できました」、「 少し
改善できました」、「 改善できませんでした」の3段階で自己評価したものです。 
⑤全国の給水人口３万人以上５万人未満の水道事業体（199事業体）の平均値です。

注2）業務指標   水道事業 定量化       水準 向上    日本水道協会 水道事業 事業活動全般 分
析・評価するための各種規格を総合的に考慮し制定したものです。 

① ② ④ ⑤

業務指標 改善
方向 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 改善度

H20→27
H27類似
事業体

③
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3.1. 給水サービスの向上 

実現方策 ① ホームページの充実 
▼
 客様     応     引 続     制度 意見箱 活用    

ホームページの充実を図り、お客様に必要な情報を提供します。  

現状評価 

水道に関する情報発信やお客様のニーズ把握については、インターネットの普及が進んだことから、ホーム
ページに重点を置きました。 

ホームページでは、主な事業内容や各種のお知らせなどを掲載し、情報提供の充実に努めています。ま
た、広報    （毎月発刊）   漏水修理当番 漏水     方法 冬季  準備   情報
を毎回掲載しています。 

対応する課題 

 客様     把握      客様  意見      必要      

今後も、本町の水道事業     理解 深          客様        情報提供 広
報活動に取り組む必要があります。   

図 2.9 ホームページでの情報公開 

未達成・見直 

達成・継続

お客様のニーズ把握

水道事業のPR
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実現方策 ② 料金収納方法 検討
▼
 客様 利便性向上            収納  支払 方法について検討します。

現状評価 

料金収納方法    検討した結果、クレジットカード収納については、導入費用が高額であり、費用
面において実現が困難な状況にあります。 

対応する課題 

引 続   客様 利便性向上    料金収納方法 多様化    検討する必要があります。 

3.2. 水質管理 強化

実現方策 ③ 水質検査体制の充実 
▼
本町 水源水質 対応  浄水処理 確実         必要 応  水質検査計画※10 に新た
な検査項目を追加します。  

現状評価 

原水水質監視度※11は平成 26 年度  上昇  水質検査箇所密度※12は平成 22 年度以降改善
しています。 

原水は水質基準の適用対象ではありませんが、原水水質の変化を把握することにより 適切 浄水処
理等 操作 可能      本町 設置     全深井戸施設    個々 検査 実施   
ます。 

水道水の水質基準項目は、水道法第4条 基   水質基準 関  省令 定          
省令 逐次見直        。本町では法に基づいて検査を実施しており、水質検査において、水
質基準を超えたことはありません。水質基準項目以外は、検査義務ではありませんが、水道事業の責務
である「安全な水道水の供給」の観点から、必要と判断される範囲内で水質検査を実施しています。 

水質検査計画及び水質検査結果については、町公式ホームページ及び上水道事務所窓口での閲覧
により公表しています。 

※10 水質検査計画 
水道法施行規則第 15 条第 6項（同規則第 52 条及び第 54条において準用する場合を含む。）では、水道事業者、

水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は、水質検査計画を策定することが求められています。水質検査計画は毎事
業年度 開始前 策定      れています（平成 16 年度  施行      ） 

※11 原水水質監視度 
原水における水質監視項目数を示したものです。 

※12 水質検査箇所密度 
給水区域面積 100km2    毎日水質検査 行    箇所数   

業務指標 改善
方向 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

改善度
H20→27

H27類似
事業体

原水水質監視度（項目） (+) 38 38 38 38 38 38 39 39 データ
なし

水質検査箇所密度（箇所
/100km2） (+) 12.5 12.5 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 データ

なし

達成・継続

 客様 利便性 向上

達成・継続
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対応する課題 

引き続き、法に基づいて水質検査を実施し、水質基準項目以外についても「安全な水道水の供給」の
観点から、必要と判断される範囲内において水質検査を実施することが必要です。 

水道水           対応     水源  給水栓 至 各段階 危害評価 危害管理 行
い、安全な水の供給を確実にする水道システムを構築する「水安全計画」を策定する必要があります。 

実現方策 ④ 末端監視局の導入 
▼
給水水質 圧力 常時監視    中期的 事業   末端水質自動監視装置 設置      
す。  

現状評価 

末端水質自動監視装置 導入  場合     細  水質管理 行          装置の設
置費 維持管理費    費用面での負担が大きく、現時点では実現していません。 

配水管網 給水水質 圧力      実測調査 実施       結果 生   管網整備等 
進めています。 

対応する課題 

定期的 配水管網 給水水質 圧力 実測調査 実施することが重要です。 

実現方策 ⑤ 直結給水※13の拡大 
▼
直結給水 対応可能 給水圧力 確保       細  圧力制御           

また、引き続き貯水槽水道※14の設置者への指導、助言をおこないます。  

現状評価 

直結給水率 類似事業体よりも低く、改善とはなりませんでした。 

貯水槽水道の設置者へは、ホームページ上で 年 一度 清掃 点検 呼        

※13 直結給水 
配水管 水圧 利用  給水          

※14 貯水槽水道 
水道水     貯水槽 受  後 建物 利用者 飲 水   供給  施設 総称   貯水槽 設置者 財産 

     管理 設置者   管理者 行           

業務指標 改善
方向 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

改善度
H20→27

H27類似
事業体

直結給水率（％） (+) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 1.50

水質管理対策 水道水 安全性 PR

水質管理対策 水道水 安全性 PR

未達成・見直 

水質管理対策

未達成・継続

達成・継続
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対応する課題 

今後    細   圧力制御      直結給水 対応可能 給水圧力 確保 努  必要 
あります。   

貯水槽水道の実態を把握し、引き続き貯水槽水道の設置者への指導、助言をおこなう必要があります。 

3.3. 災害への対応強化 

実現方策 ⑥ 自己水源 適切 維持 管理
▼
短期的 事業    老朽化 著  第７水源    水源及 取水    改修工事      
す。  

現状評価 

第７水源の水源及び取水ポンプの改修工事は、平成 22 年度               安定  
水量 得                

一方で、第2水源は廃止、第 5水源は休止中です。   自己水源 地下水  地盤沈下抑制  
 条例 揚水 規制       

対応する課題 

自己水源 適正 利用方法    検討  自己水源 活用   可能 範囲 中  適切 維
持 管理に努める必要があります。   

実現方策 ⑦ 老朽施設 管路 計画的更新
▼
第１浄水場      劣化 伴 給水水質  影響 心配    過砂 交換工事  短期的 
事業としておこないます。  

第２浄水場      劣化 伴 給水水質  影響 心配    過砂 交換工事 及 耐用年
数 超過   早急 対応 必要 配水    更新工事  短期的 事業          

石綿    管等 老朽配水管路      土地区画整理事業 道路整備事業、また公共下水
道工事  他 事業  調整         合理的  計画的 更新        

現状評価 

第1浄水場及び第2浄水場におけるろ過砂の交換工事は、平成20年度               
安定した水質を得ることができるようになりました。 

しかしながら、第 1 浄水場      老朽化 進行     部分的 更新 限界    全面的 
更新  必要      全面的 更新   莫大 費用 必要    水需要量 減少傾向   
     現状 維持  規模  単純 更新  浄水場 稼動率 低下するなど、将来的な水道事
業経営の効率悪化につながる恐れがあります。 

水質管理対策

水質管理対策

達成・完了

水質管理対策

達成・完了

達成・完了

達成・継続
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第 2 浄水場     更新工事 平成 22 年度               安定      運転 
できるようになりました。 

石綿セメント管 老朽配水管路      計画的 更新     解消しました。 

対応する課題 

老朽化 著  第１浄水場      将来 必要性 勘案  その存廃についての方向性を検討・
決定する必要があります。   

また、将来の目指すべき水道     明確   上  老朽施設 管路 計画的更新 努  必要
があります。   

老朽配水管路      引 続  土地区画整理事業 道路整備事業、また公共下水道工事など
他 事業  調整         合理的  計画的 更新    うことが重要です。 

実現方策 ⑧ 基幹施設 管路 耐震化
▼
耐震化の必要な施設を抽出するため、短期的な事業として耐震診断を実施します。 

現状評価 

平成７年 全ての浄水施設 簡易耐震診断          詳細 耐震診断 未実施   

ポンプ場 配水池 耐震化率 平成 27年度    0％です。 

一方 管路 耐震化率 改善  類似事業体   高 割合       

このほか、生活基盤耐震化等交付金 制度 活用     本町    生活基盤施設耐震化等事
業計画」を定めました。これは、平成27年度  平成31年度 5年間     宮代町管内 水道
施設 強靭化 推進     計画   現在    計画 基   管路 耐震化事業 進   
ます。 

対応する課題 

耐震化が必要な施設の優先順位を設定し 老朽化対策 あわせて、限られた財源の中で計画的に耐
震化を進める必要があります。   

業務指標 改善
方向 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

改善度
H20→27

H27類似
事業体

   場耐震化率（％） (+) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8

配水池耐震化率（％） (+) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8

管路 耐震化率（％） (+) 1.9 3.0 3.1 4.8 6.4 8.0 8.5 8.9 8.8

施設規模の適正化

老朽施設 対策

老朽施設 対策

未達成・継続

老朽施設 対策 効率的 施設運用 施設 耐震対策
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実現方策 ⑨ 相互応援体制の整備 
▼
非常時 相互応援体制 整備    近隣事業体  連絡管    検討するとともに、地域防災計
画など関連事業との調整をおこないます。  

現状評価 

災害により、水道水が供給できなくなった場合においても、水道はライフラインの一つであることから、早急
 復旧     求           町  表 2.2 のとおり相互応援体制を整備しています。 

表 2.2 相互応援体制 

協定名 協定先の団体名等 締結日 

公益社団法人日本水道協会埼玉県支
部災害時相互応援要綱 

公益社団法人日本水道協会埼
玉県支部   平成18年5月18日 

災害時における応急活動に関する協定 宮代町水道工事業者組合   平成20年10月27日 

災害時    井戸水 提供 関  協
定書 

井戸所有者37名   平成27年7月22日 

対応する課題 

引き続き、地域防災計画など関連事業との調整をおこないつつ、非常時の相互応援体制の維持・整備
に努める必要があります。   

また 近隣事業体  連絡管    検討する必要があります。   

3.4. 水道システムの強化 

実現方策 ⑩ 適正な施設規模の算定 
▼
水需要 応  施設規模 算定        算定       老朽化 著  第１浄水場   
ては、渇水時等への対応を踏まえて、将来の必要性を検討します。  

現状評価 

現状 管網 第１浄水場 廃止  場合 想定    第１浄水場 配水量 第２浄水場    
        第１浄水場 配水量 宮東配水場              検討         
この結果 両     水理上 大  問題点 確認         

第2浄水場及び宮東配水場の2機場体制を想定し、一方の機場において、トラブルが発生した場合に、
  一方 機場      程度        可能        検討         この結果、
新たな管網を整備しなくてもバックアップが可能であると判断することができました。 

一部達成・継続

応急給水対策

応急給水対策

達成・継続
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対応する課題 

検討結果 踏   老朽化 著  第１浄水場        存廃     方向性 決定する必
要があります。   

また、適正な施設規模につ   町民  理解 得     情報 開示  理解促進 努     
重要です。   

実現方策 ⑪ 第２浄水場の改修 
▼
第２浄水場      耐用年数 超過  設備     短期  長期    全  更新工事 
おこないます。  

現状評価 

第 2 浄水場の耐用年数 超過  設備  平成 25 年度  平成 28 年度    表 2.3 のとおり
計画的 更新     

表 2.3 第2浄水場の改修内容 

実施時期 改修内容 

平成25年度 次亜設備、ろ過機用攪拌機、次亜室浄水装置 

平成26年度 県水受水アイソレータ、圧力    、ろ過機配管、県水流量変換器 

平成27年度 電機室空調機、屋外トイレ給水管 

平成28年度 県水受水圧力計、自家発始動用電源装置 

対応する課題 

引き続き、計画的に第２浄水場の改修を実施し、長寿命化を図りながら安定した施設の運用を目指
すことが重要です。   

実現方策 ⑫ 配水管網の整備 
▼
本町を二分する形で配置されている第２浄水場と宮東配水場を中心とした水運用に対応するため、中
期的な事業として、東武鉄道の横断に係る配水管布設工事をおこないます。 

現状評価 

東武鉄道横断に係る配水管布設工事について、姫宮駅と道佛地内の 2箇所で実施しました。 

対応する課題 

引き続き、東武鉄道の横断に係る配水管布設工事をおこない、安定した水運用に努める必要がありま
す。   

施設規模の適正化

水道事業のPR

達成・継続

施設 長寿命化

達成・継続

効率的 施設運用
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実現方策 ⑬ 集中監視制御設備の設置 
▼
中期的な事業として、宮東配水場への監視装置の設置をおこないます。  

現状評価 

宮東配水場への監視装置を平成 24 年度 設置し          施設   効率的 運用   
るようになりました。 

対応する課題 

今後も、安全で安定な水道水を供給するため、技術の進化に対応した施設整備をおこなう必要があり
ます。   

3.5. 運営基盤の強化 

実現方策 ⑭ 包括的外部委託の検討 
▼
包括的外部委託       経営 合理化    検討    

現状評価 

本町   ①運転管理業務 ②検針 料金徴収 ③給水装置窓口 3点    業務委託 行  
います。 

複数 業務 包括的 委託    受託  民間事業者 創意工夫      活用   効率的・
効果的な運営となることから、平成 23 年度  平成 28 年度    ① ② 包括  発注  平成
29年度   ① ③ 全てを包括して委託しています。 

対応する課題 

経営のさらなる合理化を図るため、包括的外部委託の対象とする業務や範囲について検討することが求
められます。   

実現方策 ⑮ 適正 料金体系 検討
▼
利用者 公平性 観点   口径別料金体系 導入 検討    

現状評価 

平成21年 宮代町上水道事業経営審議会     料金体系 検討       答申     
した。 

答申 基   従来 水道料金表 用途別（家庭用 営業用 官公署用  ） 区別       
が、平成 22年 6月 1日 改定  水道     口径 応  料金表 変      

対応する課題 

引 続  水道事業 運営 要  原価 確実 回収     客様 公平性 確保  適正 料
金体系    検討  必要      

達成 完了

施設 長寿命化 維持管理 合理化

達成・継続

経営 効率化

達成・継続

経営基盤の強化、財源の確保
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実現方策 ⑯ 職員研修、訓練の検討 
▼
事業運営に必要な技術の継承と向上のため、職員研修・訓練の強化、また専門職員導入についても
検討します。  

現状評価 

技術職員率 平成 25 年度  改善  50％となりましたが、平成 27 年度 類似事業体 同程度 
なりました。 

水道業務経験年数度  年度            平成 25 年度以降  類似事業体 比較  
低 年数        

対応する課題 

引き続き、事業運営に必要な技術の継承と向上のため、職員研修・訓練の強化、また専門職員導入
について検討する必要があります。   

3.6. 環境対策の強化 

実現方策 ⑰ 老朽管 計画的更新
▼
井戸水  県水 受水   水源 移行    検討        

耐用年数 超過 老朽化  施設      適時更新        

現状評価 

平成 26 年度以降 水質 安定性 確保     地下水 減   県水 受水量 増       
    浄水受水率 上昇      

経年化浄水施設率 0％であるものの、第 1浄水場は平成 31年度 法定耐用年数※15を超過し、
経年化浄水施設   ます。 

※15 法定耐用年数 
地方公営企業法施行規則   定    減価償却積算 行    会計制度上 年数      法定耐用年数 

超過    経年化資産     更新 対象   区分      

業務指標 改善
方向 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

改善度
H20→27

H27類似
事業体

技術職員率（％） (+) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 33.3 33.9

水道業務経験年数度
（年/人） (+) 0.0 7.0 6.0 6.0 11.0 5.0 5.0 7.0 10.8

業務指標 改善
方向 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

改善度
H20→27

H27類似
事業体

浄水受水率（％） (±) 59.5 58.9 55.2 57.5 56.0 54.3 70.5 71.2 対象外 データ
なし

経年化浄水施設率（％） (－) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

経年化設備率（％） (－) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 37.8 37.8 37.8 39.4

経年化管路率（％） (－) 0.9 0.9 1.3 1.2 1.4 1.0 1.0 1.2 10.2

管路 更新率（％） (+) 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.6

達成・継続

人材の確保と育成

達成・継続

一部達成・継続
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経年化設備率 平成 24 年度   100％であったものの、宮東配水場への監視装置設置工事や、
第２浄水場 配水    更新工事    平成 25年度以降 改善 図      

経年化管路率  1％前後で推移しており、類似事業体よりも低い値となっています。 

管路 更新率 最大  年間 0.2％です。 

対応する課題 

将来の目指すべき水道システムを明確にした上で、限   財源 中 計画的 効率的 経年化施
設・管路 更新 努 る必要があります。   

実現方策 ⑱ 環境配慮意識 向上
▼
公共工事における環境負荷の低減として、再生資材の活用や環境にやさしい物品の購入（グリーン購
入）を引き続きおこないます。  

温室効果ガス削減のため、太陽光発電装置などのクリーンエネルギー導入の検討をおこないます。 

公用車              燃料 導入 図       

現状評価 

    購入 毎年実施      

建設副産物      率 100％です。 

再生可能      利用率 0％であり、クリーンエネルギーの導入には至っていません。 

対応する課題 

引き続き、公共工事における環境負荷の低減として、再生資材の活用や環境にやさしい物品の購入
（グリーン購入）をおこなう必要があります。   

また、温室効果ガス削減のため、太陽光発電装置などのクリーンエネルギー導入の検討やエコカーの導
入を図ることが求められます。   

業務指標 改善
方向 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

改善度
H20→27

H27類似
事業体

建設副産物      率
（％） (+) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 48.9

再生可能     利用率
（％） (+) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

老朽施設 対策 効率的 施設運用

達成・継続

未達成・継続

未達成・継続

環境負荷の低減

エネルギーの有効活用
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4. お客様アンケート結果 

水道 使用  町民 方々 水道 対  意識  意見 伺    意識調査 実施     

【調査概要】 
調査期間：平成29年6月2日（金）から6月16日（金） 
調査対象：平成29年4月末日現在 水道契約者  無作為抽出  町民1,000人 
回 答 率：59.9％ 回答者数599人 

水道水の安全性については、「どちらかと言えば安心」が最も多く、「安心」、「どちらかと言えば安心」をあわせ
ると86.1％となりました。 

図 2.10 水道水の安全性について 

老朽化   施設 更新 喫緊 課題   第1浄水場 更新の方針            料金 上 
らないよう、現状よりも規模を縮小して第1浄水場 更新       最 多 結果       一方   料
金 上     第1浄水場 更新  必要      料金 上     現状 規模 第1浄水場 更新 
るべきだ」、「わからない」が、それぞれ18％前後を占めています。したがって、第1浄水場 更新 係       
メリットを踏まえ、その存廃についての方向性を固めるとともに、町民 皆様  理解 得 必要       
す。 

図 2.11 老朽化  第1浄水場の方針 

32.8 53.3 11.2 

0.7 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(598人)

安心 どちらかと言えば安心      言  不安 不安 無回答

17.4 38.4 18.5 18.0 4.3

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(599人)

料金 上     第１浄水場 更新  必要   
     料金 上       現状   規模 縮小  第１浄水場 更新     
料金 上     現状 規模 第１浄水場 更新     
わからない
その他
無回答
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第1浄水場以外の浄配水場 管路    更新・耐震化の方針については、      料金 上    
範囲 進      最 多  次   料金 多少上          早 進      多 結果     
た。          料金 上   範囲  更新 耐震化 進  ことが求められているといえます。 

図 2.12 浄配水場 管路    更新 係 方針

図 2.13 浄配水場 管路    耐震化 係 方針

36.4 48.7

2.0

8.5

1.7

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(599人)

料金 多少上     耐用年数 超          早 更新      
     料金 上       耐用年数 超    使用 支障   範囲 可能 
限 延命化 図  上 更新         
料金 上     耐用年数 超    異常 発生     更新  必要   
わからない
その他
無回答

26.5 64.4

1.2

5.0

1.3

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(599人)

料金 多少上          早 耐震化 進       
     料金 上    範囲  徐々 耐震化 進       
料金 上     耐震化 進  必要   
わからない
その他
無回答
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水道事業全般 対  満足度については、「満足」、「どちらかと言えば満足」をあわせると48.8％、「どちらか
 言  不満   不満       4.2％となりました。 

また、宮代町水道事業に期待することは、「安全な水道水の供給」が82.0％、次いで「災害に強い水道への
取り組み」が38.4％、「断水のない安定的な水道水の供給」が38.1％であり、安全で安定的な水道水の供
給が望まれています。 

     意見 受 入  事業運営 取 組  満足度 向上 図 ことが必要です。 

図 2.14 水道事業全般 対  満足度

図 2.15 宮代町水道事業に期待すること 

10.4 38.4 43.1

3.2 1.0

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(599人)

満足 どちらかと言えば満足 どちらとも言えない
     言  不満 不満 無回答

有効回答 588人

（回答数） （％）

安全な水道水の供給 482 82.0

災害に強い水道への取り組み 226 38.4

断水のない安定的な水道水の供給 224 38.1

廉価 水道料金（安 料金） 162 27.6

おいしい水への取り組み 153 26.0

水源の保全 92 15.6

経営 効率化 65 11.1

環境に配慮した事業への取り組み 31 5.3

お客様サービスの向上 24 4.1

水道に関する広報の充実 23 3.9

無回答 22 3.7

濁り水の対策 18 3.1

その他 4 0.7

項 目 0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％


